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第 3 回ＰＴＡ代議員会書面決議の結果について 
 
 日頃より南小学校ＰＴＡ活動に対しまして、ご理解とご協力を賜り、ありがとうございます。 
 さて、第3回代議員会は書面での決議とし、3月16日必着で書面決議回答票をご提出いただき

ました。その結果について下記のように報告いたします。 
 
 

記 
 
１ 提出者 南小学校代議員５０名中  ３５名提出 
 
２ 議事 

（１） 本年度のＰＴＡ活動の反省と来年度の要望に関する件 
 賛成３５  反対０  無効０ 

 
（２） 令和4年度の活動計画案に関する件       賛成３５  反対０  無効０ 

 
（３） 令和5年度以降のＰＴＡ役員選出および役の免除にかんする件 
  

                       賛成３０  反対５  無効０ 
 

３ 意見・質問等 
 ・免除について５の学級会長2回目以降の案について。コロナが終息した際、活動内容が増え 
  る（レク等）事も十分あるので、今は現状維持でいいのではないか？終息し活動を見直して 

決めるべきでは。 
 ・免除について（案）３－（５）ですが、学級会長は、学級会長会に加え、コロナ禍で縮小され 
  ているものの、イベントごとの駐車場係に懇談会の進行、保健委員会の参加などがあり、十

分に免除に値すると思われる。そのため、今の仕事内容から免除の取りやめは早まった判断

と思われる。 
 ・学級会長は、今まで通り2回目は免除でいいと思います。（コロナ禍の活動削減のため、通常

に戻ったら活動内容も増えると思う。） 
 ・‘代議員の方の２つの役を兼ねない’この項目は、ぜひ継続してほしいです。過去に兼任され

た方が、本当に気の毒でした。（他にやれる方がいたはずだと思います。）こういう配慮こそ、

ＰＴＡ活動の軽減につながると思います。個人の負担が集中しすぎないことを強く希望しま

す。よろしくお願いします。 
 ・校外指導と交通安全委員会の統合について、実施をするのであれば、下之条支部は支部内の

仕事の振り分けのし直しが必要となるので、準備期間がないと混乱してしまうと思います。



また２つの委員会の仕事を合わせた量が、他の委員会と比べて負担が多くないか？仕事内容

の見直しなども考慮をお願いします。 
 ・令和 5 年度以降の（５）の内容で「平成 4 年度以前に～」というところがありますが、令和

4 年度の間違いですか？もし平成 4 年なら、3 番目の役員選出と免除は反対です。令和 4 年

度なら賛成です。 
 ・３役員の免除についての（５）平成と令和が混同しているようです。訂正お願いします。 
 
 ＜ＰＴＡ担当より＞ 
   ・「平成4年度以前」は、「令和4年度以前」の間違えでした。訂正しお詫びします。 
   ・学級会長会のレクレーションにつきましては、「令和2年度より親子レクは行わない」と

いうことが、学年学級委員会（学級会長会）で決まっています。ちなみに「学級会長会計

画のクラス単位での懇親会も行わない。」ことが、学年学級委員会（学級会長会）で同じ

年度に決まっています。 
   ・たくさんのご意見、ありがとうございました。学級会長の 2 回目役員の免除を無くすこ

とについては、反対意見もございますので、メンバーは交代しますが、4月当初の代議員

会で、もう1度協議する予定です。 
 
４ その他 何かご不明な点がございましたら、次のところに連絡をお願いいたします。 
 

上田市立南小学校  
電 話 0268―25―3721 
ＦＡＸ 0268―25―3722 
担 当 依田 健一 


